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第１章 災害予防 

【災害に強い施設等の整備】 

風水害等の災害に際して、被害の軽減を図るためには、各種防災事業を推進し、被害を未然に

防止すること、被害の及ぶ範囲を最小限にとどめられるよう整備しておくことが基本となる。こ

のため、災害に強い施設等の整備に係る対策を講ずる。 

 

第１節 土砂災害の防止対策                      

総務部 建設部 農林水産部 

第１ 土砂災害の防止対策 

 

１ 危険箇所の調査・把握 

本市は、自然条件から台風・豪雨に襲われる頻度が高いため、土石流、がけ崩れ、地すべ

り等による土砂災害を受けやすい。そのため、危険箇所の調査・把握を行い、梅雨期、台風

期の豪雨時には巡回して監視するなどの災害予防に必要な措置を行う。 

① 山地災害危険地区（第６編資料編  ３－３、３－４参照） 

山地災害危険地区とは、山地に起因する山腹の崩壊、地すべり、崩土土砂等の流出に

より、官公署、学校、病院、道路等の施設や人家等に直接被害を与える地区で、地形、

地質特性等からみてその崩壊危険度が一定の基準以上のものを国（国有林）及び都道府

県（民有林）が調査把握している地区。 

・国有林（国が調査し把握）の山地災害危険地区位置情報は九州森林管理局のホーム

ページから確認できます。    

(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/kiken-erea/kagoshima/kagoshima.html) 

・民有林（県が調査し把握）の山地災害危険地区位置情報は鹿児島県のホームページ

から確認できます。 

(https://www.pref.kagoshima.jp/bosai/sanchisaigai/sanchisaigaitop.html) 

② 土石流危険渓流等（第６編資料編  ３－７参照） 

土石流発生の危険性があり、人家に被害を及ぼす恐れのある渓流を「土石流危険渓流」

とし、これに、人家に影響はないものの今後新規の住宅立地等が見込まれる渓流（一定

の要件を満たしたもの）を含めたものを「土石流危険渓流等」としています。 

③ 地すべり危険箇所（第６編資料編  ３－５参照） 

地すべりが発生している又は地すべりが発生する恐れがある箇所のうち、人家や公共施

設に被害を与える恐れのある箇所を地すべり危険個所といいます。 

④ 急傾斜地崩壊危険箇所（第６編資料編 ３－６参照） 

航空写真での判読や現地調査、災害の記録からがけ崩れの発生の恐れがあり、人家や

公共施設に被害を与える恐れのある箇所を急傾斜地崩壊危険個所といい、高さが 5ｍ以

上、傾斜度が 30 度以上の崖です。 
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２ 砂防施設等の維持管理 

砂防施設等（砂防施設、急傾斜地崩壊防止施設、治山施設及び地すべり防止施設等）が整

備されている箇所は、施設の機能を確保する必要がある。このため、砂防施設等管理者は、

日ごろから巡視や点検を行い、その結果必要な場合には、修繕事業等により施設の機能回復

を図る等維持管理に努める。 

 

３ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等 

市は、県と連携し、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域と

して県が指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域等についての危険の周知、警

戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、要配慮者施設へのメール及びＦＡＸによる伝

達、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。 

 

第２ 災害危険箇所等の調査結果の周知 

 

１ 災害危険箇所の点検体制の確立 

市は、県等の防災関係機関の協力のもとに、災害危険箇所の防災点検を計画的に実施する。

災害危険箇所の防災点検の実施に当たっては、当該危険箇所のある地域の自主防災組織のリ

ーダーや女性防災リーダー等、住民の参加を得て行うよう努める。 

 

２ 災害危険箇所の災害危険性の把握・周知 

市は、災害危険箇所の内容を住民に十分認識してもらえるよう、県等の調査結果を周知・

公表する。危険箇所以外でも多くの災害が発生しているため、市は、その他の災害危険予想

箇所についても掌握し、住民に周知する。 

 

３ 災害危険箇所に係る避難所等防災情報の周知・徹底 

市は、災害危険箇所に係る避難所、避難路、避難方法等を明記した地区別防災地図（防災

マップ等）を作成し住民へ配布する。 

 

第３ 農地災害の防止対策 

   近年のゲリラ豪雨や山林・農地の荒廃により出水量が増大し、農地の浸食や住宅街の冠水

などが多発し、農地・農業用施設、人家等に被害が及んでいる。これらの被害を防止、軽減

するために、排水路、ため池、排水機場等の整備を行い、農村地域の被害発生防止に努める。

特に、豪雨等によりため池が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害

を与えるおそれのある防災重点ため池のうち、対策が必要なものについては計画的な整備に

努める。 


























































































































































































































































































































































































































